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能登半島地震における難聴者・中途失聴者への支援・配慮に関する 

緊急要望について 

 

平素より難聴者・中途失聴者の福祉の推進に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さてこのたびの能登半島地震において、多くの難聴者・中途失聴者が被災しました。 

過去の震災においては被災された難聴者・中途失聴者が多くの困難を経験していることにより、

今回の震災においても特別かつ緊急の支援と配慮が必要とされています。 

つきましては、被災された難聴者・中途失聴者への支援と配慮に関して、下記のことを要望いたし

ます。 

記 

 

１．民間事業者も含めたすべての放送事業者・情報提供主体は、緊急速報や避難情報等の発信に

おいて、字幕等文字による情報保障を行ってください。 

難聴者・中途失聴者が周囲の状況を把握するためには放送やさまざまな通信による情報の取得

が重要になりますが、メディアによっては音声のみが流れ、文字（字幕）が付与されていないことが

あります。その場合、被災された難聴者・中途失聴者が重要な情報を取得できない可能性があるた

め、緊急速報や避難情報等の重要な情報を発信する際には字幕等文字による情報保障を行ってく

ださい。 

 

２．避難所における配慮について、テレビの字幕表示を行ってください。 

避難所にテレビがあっても字幕が表示されていないと、難聴者・中途失聴者が必要な情報を取

得できない可能性があります。テレビがある場合は字幕表示を設定してください。 

 

以上 


